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（２）子どもの居場所づくり
　北海道では、子どもが安心して利用できる
場や、地域全体で子どもを育てる場、交流の
場となる子どもの居場所づくりを進めていま
す。本市においても、子どもたちが地域とつ
ながりを持ち、安心して暮らすことができるよ
う、学習支援や食事の提供を運営する地域
の団体と連携した支援に取り組みます。
　また、児童館等を活用した居場所づくりにも
取り組み、児童館等の児童福祉施設の整備
とともに関係機関との連携を図ります。

（２）子どもの居場所づくり
　北海道では、子どもが安心して利用できる
場や、地域全体で子どもを育てる場、交流の
場となる子どもの居場所づくりを進めていま
す。本市においても、子どもたちが地域とつ
ながりを持ち、安心して暮らすことができるよ
う、地域住民のほか、学習支援や食事の提
供を運営する地域の団体との連携した支援
に取り組みます。
　また、児童館等を活用した居場所づくりにも
取り組み、児童館等の児童福祉施設の整備
とともに関係機関との連携を図ります。
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掲載箇所新旧対照表

「第二期小樽市子ども・子育て支援事業計画における中間年での見直しについて（案）」の修正に係る
新旧対照表

（１）子どもの貧困対策
　平成26年１月に「子どもの貧困対策の推進
に関する法律」が施行され、同年８月には「子
供の貧困対策に関する大綱」が閣議決定さ
れました。また、令和元年９月には「改正子ど
もの貧困対策の推進に関する法律」が施行さ
れ、同年11月には国において新たな｢子供の
貧困対策に関する大綱｣が策定されていま
す。
　本市においては、平成27年度に「子どもの
貧困対策庁内連絡会議」を設置し、横断的
に貧困対策に取り組む仕組みづくりをすると
ともに、平成30年度には、子育て世帯の経済
状況と子どもの生活環境や学校・家庭での過
ごし方などとの関係を具体的に把握すること
を目的としたアンケート調査を実施しました。
　これらを踏まえ、子どもの現在及び将来が
その生まれ育った環境によって左右されるこ
とのないよう、すべての子どもたちが能力や
可能性を発揮できるような環境づくりに努め
ていくために、主に次の事項に取り組みま
す。

【生活支援等の充実】
・所得の低い世帯の子どもへの学習・生活支
援事業「おたる子ども未来塾」において、子ど
もへの学習支援のみならず、生活面での相
談にも応じます。
・保護者に対する就労の支援や経済的支援
の着実な実施に努めます。
・国や北海道、市の各種支援制度について、
更なる周知方法の工夫を図ります。

（１）子どもの貧困対策
　平成26年１月に「子どもの貧困対策の推進
に関する法律」が施行され、同年８月には「子
供の貧困対策に関する大綱」が閣議決定さ
れました。また、令和元年９月には「改正子ど
もの貧困対策の推進に関する法律」が施行さ
れ、同年11月には国において新たな｢子供の
貧困対策に関する大綱｣が策定されていま
す。
　本市においては、平成27年度に「子どもの
貧困対策庁内連絡会議」を設置し、横断的
に貧困対策に取り組む仕組みづくりをすると
ともに、平成30年度には、子育て世帯の経済
状況と子どもの生活環境や学校・家庭での過
ごし方などとの関係を具体的に把握すること
を目的としたアンケート調査を実施しました。
　これらを踏まえ、子どもの現在及び将来が
その生まれ育った環境によって左右されるこ
とのないよう、すべての子どもたちが能力や
可能性を発揮できるような環境づくりに努め
ていくために、主に次の事項に取り組みま
す。

【生活支援等の充実】
・所得の低い世帯の子どもへの学習・生活支
援事業「おたる子ども未来塾」において、子ど
もへの学習支援のみならず、生活面での相
談にも応じます。
・母子家庭及び父子家庭自立支援給付金
支給事業などによる保護者に対する就労の
支援や、児童手当や児童扶養手当制度など
の経済的支援の着実な実施に努めます。
・国や北海道、市の各種支援制度について、
更なる周知方法の工夫を図ります。
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子どもの貧困対策

当初案（旧） 修正案（新）
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